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 10月13日からスタートした産業現場等における実習（現場実習）で，清流苑の全体で6名（紫尾

の里2名，やはず園4名）の受け入れを行いました。やはず園プロジェクトの効果もあり，出水養護

学校だけでなく，串木野養護学校からの実習生も受け入れ，初めて宿泊を伴う実習を計画しました。

この宿泊には，（株）マツバラのご協力があり，宿舎を提供していただきました。 

 来年の3月にはやはず園の寮（グループホーム計画進行中）完成します。実習生，利用者の方にま

すます利用しやすい環境が整います。来年の2月～3月上旬には見学会も計画しています。 

  

マツバラ寮 公園清掃の様子 紫尾の里での活動の様子 

 ９月から本格的にスタート（復活）したやはずファームでの野菜等の生産活動。不定期ですが，少

しづつ出品してます。 11月6日(金)に，無人販売所「やはずマルシェ」もOPENします。お近くに

お越しの際はぜひお立ち寄りください。 

 ８月に開催したやはず園プロジェクトは大きな反響がありました。 

ラジオや新聞にも大きく取り上げていただき，本当に職員一同感謝

の気持ちでいっぱいです。 

 今回のプロジェクトは12月25・26日（金・土）の2日間でおこ

ないます。前回と違うところは，（株）マツバラでのビルクリー二

ング（清掃作業）が入ったことと，1泊2日，寮で生活しながら，

実際に働くことを体験できます。 

 夜には職員による講話も企画されており，内容は「働くというこ

とはどういうことか」を学んでもらえればともいます。 

 費用は３０00円程度（４食付。出水市周辺は送迎可能）です。

定員は１０名（うち宿泊できる人数は５名まで。男性のみ）です。

多くのご参加をお待ちしています。11月上旬にＨＰに掲載します。 

 





やはず園 
就労継続支援事業 Ａ型 
（クリーニング事業・食品加工・清掃業務 等） 
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  ＴＥＬ（0996）62－1501 

  ＦＡＸ（0996）68－5100  

 9月11日（金）に出水養護学校1年生のみなさんが，職場施設見学に来園されました。生徒の

皆さんは，まず多目的室で職員の説明を聞いた後に，作業室に移動し，クリーニング作業の様

子を見学されました。 

 ある生徒さんは「クリーニングは大変そうだけどやってみたい」と話していました。 

来年の産業現場等における実習（現場実習）や，冬に計画されている「やはず園プロジェクト 

冬の陣」にぜひ参加をしていただければと思います。 

多目的室での説明の様子 クリーニング見学の様子 卒業生からアドバイス 

やはず園はただ働くだけの施設ではありません。Ａ型事業所には珍しく行事もたくさんあります。 

 

 9月4日（金）に出水市陸上競技場で行われた，ふれあいスポーツ大会に6名の利用者が参加されました。 

綱ひきや玉入れなどに参加し，とても楽しんでいる様子がうかがえました。 

 9月2６日（土）に豚汁つくりを行いました。当日はタケマンでの作業がお休みだったため，多くの利用

者で楽しく作業し，美味しくいただきました 

スポーツ大会開会式の様



 

                     

 

～障害支援区分について～ 
はじめに 

平成２６年４月１日より、障害程度区分より障害支援区分に施行されました。知的・精神・発達障害等を中心に、、①障害特性をより反映でき

る認定調査項目が必要。②「できたりできなかったりする場合」の「できない場合」が一次判定で評価されにくい。③行動障害や精神面に関

する認定調査項目が一次判定において活用(評価)されていない。④二次判定(市町村審査会)において、一次判定結果を引き上げる割合は、各地

域において差が生じる。の理由において、｢認定調査項目の見直し｣「新たな判定式(コンビ―ュ―タ―判定式)の見直し」がされて、新たに「障

害支援区分」として見直されました。 

障害支援区分は、一次判定（コンビ―ュ―タ―判定）で認定調査項目が、１０６項目から８０項目に変更。医師意見書添付。二次判定（市町

村審査会）で、特記事項及び、医師意見書「一次判定評価を除く」での新判定式となりました。 

 

 

支援区分になり、新たに認定調査項目の追加が、６項目追加ならびに、既存の認定調査項目における評価内容「評価範囲」の見直しを実

施することになっています。 

新規項目は知的障害・精神障害や発達障害の特性をより反映する為に、追加されました。 

① 健康・栄養管理の評価・・・・「体調を良好な状態に保つ為に必要な健康面・栄養面の支援」 

② 危険の認識の評価・・・・・・「危険や異常を認識し安全な行動を行えない場合の支援」 

③ 読み書き・・・・・・・・・・「文章を読むこと書かくことに関する支援」 

④ 感覚過敏・感覚鈍麻・・・・・「発達障害等に伴い、感覚が過度に敏感、過度に鈍くなることの有無」 

⑤ 集団への不適応・・・・・・・「集団に適応できないことの有無やその頻度」 

⑥ 多飲水・過飲水・・・・・・・「水中毒になる危険が生じるほどの多飲水・過飲水の有無やその頻度」 

⑦ 食事・・・・・・・・・・・・「食事開始前の食べやすくする支援も評価」 

⑧ 視力・聴力・・・・・・・・・「全盲・全ろうも評価（選択肢の評価）」 

⑨ 行動上の障害・・・・・・・・「行動上の障害が生じないように行っている支援や配慮、投薬等の頻度も含めて評価」 

                                                          

障害支援区分の認定調査項目「８０項目」は以下の通りです。 
 
１． 移動や動作等に関連する項目(１２項目) 

【１－１寝返り】【１－２起き上がり】【１－３座位保持】【１－４移乗】【１－５立ち上がり】【１－６両足での立位保持】【１－７片足での立位保持】 

【１－８歩行】【１－９移動】【１－１０衣服の着脱】【１－１１じょくそう】【１－１２えん下】 

２． 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(１６項目) 

【２－１食事】【２－２口腔清潔】【２－３入浴】【２－４配尿】【２－５排便】【２－６健康・栄養管理】【２－７薬の管理】【２－８金銭の管理】 

【２－９電話等の利用】【２－１０日常の意思決定】【２－１１危険の認識】【２－１２調理】【２－１３掃除】【２－１４洗濯】【２－１５買い物】 

【２－１６交通手段の利用】 

３． 意思疎通等に関連する項目(６項目) 

【３－１視力】【３－２聴力】【３－３コミニケーション】【３－４説明の理解】【３－５読み書き】【３－６感覚過敏・感覚純麻】 

４． 行動障害に関連する項目(３４項目) 

【４－１被害的・拒否的】【４－２作話】【４－３感情の不安定】【４－４昼夜逆転】【４－５暴言暴行】 

【４－６同じ話しをする】【４－７大声・奇声を出す】【４－８支援の拒否】【４－９徘徊】【４－１０落ち着きがない】 

【４－１１外出して戻れない】【４－１２・１人で出たがる】【４－１３収集癖】【４－１４物や衣類を壊す】【４－１５不潔行為】 

【４－１６異食行為】【４－１７ひどい物忘れ】【４－１８こだわり】【４－１９移動・行動停止】【４－２０不安定な行動】  

【４－２１自らを傷つける行為】【４－２２他人を傷つける行為】【４－２３不適切な行為】【４－２４突発的な行動】 

【４－２５過食・反すう等】【４－２６そう鬱状態】【４－２７反復的行動】【４－２８対人面の不安緊張】 

【４－２９意欲が乏しい】【４－３０話がまとまらない】【４－３１集中力が続かない】【４－３２自己の過大評価】【４－３３集団への不適応】 

【４－３４多飲水・過飲水】 

５． 特別な医療に関連する項目(１２項目) 

【５－１点滴の管理】【５－２中心静脈栄養】【５－３透析】【５－４ストーマの処置】【５－５酸素療法】【５－６レスピレ－タ―】 

【５－７気管切開の処置】【５－８疼通の看護】【５－９経管の栄養】【５－１０モニター測定】【５－１１じょくそうの処置】【５－１２カテ－テル】 

 

以上の項目が、市町村職員又は、専門的知識及び技術を有する者が、認定調査票を用いて調査対象者に対して認定調査を実施

することとなっています。 


